
（平成２２年６月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認茨城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



茨城国民年金 事案 1036 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年６月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年６月 

    社会保険事務所（当時）で納付記録を確認したところ、昭和 60 年６月の

国民年金保険料の納付事実の確認ができなかった。 

会社を退職後、結婚した昭和 60 年７月に、Ａ市役所において、国民年金

の加入手続を行い、申立期間の保険料の納付書を発行してもらったはずであ

る。事実、年金手帳の「被保険者となった日」は、昭和 60 年７月＊日から

同年６月１日に訂正されている。 

このため、申立期間について、納付事実の確認ができないことに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間である上、申立人は、国民年金に任意加入した昭

和 60 年７月以降、厚生年金保険と国民年金の切替手続を適正に行っており、

国民年金第３号被保険者期間を除く国民年金加入期間の保険料をすべて納付

している。 

また、申立人は、厚生年金保険被保険者と婚姻（昭和 60 年７月＊日）した

際、Ａ市役所において、国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料の納付

書を発行してもらったと主張しており、事実、申立人の所持する年金手帳にお

ける「被保険者となった日」欄が、昭和 60 年７月＊日から同年６月１日に訂

正されていることが確認できる上、同市役所から、この訂正について、Ａ市に

おいて行われたものである旨のほか、申立期間当時、同市役所の窓口において、

被保険者に手書きの納付書を発行していた旨の回答を得ていることから、申立

人が国民年金の加入手続を行った際に発行された納付書は、申立期間の保険料

に係る納付書であったと推認するのが自然である。 



さらに、申立人は、昭和 60 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

し、同年７月＊日に厚生年金保険被保険者と婚姻しており、申立期間について

は、本来、強制加入となるべき期間であるが、申立人の所持する年金手帳にお

ける「被保険者となった日」欄は、昭和 60 年７月＊日から同年６月１日に訂

正されているものの、その種別については、任意から強制に訂正されておらず、

行政側の申立人に係る事務手続が適正に行われていたとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



茨城厚生年金 事案 861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日に

係る記録を昭和 39 年２月１日に、資格喪失日に係る記録を同年５月１日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年２月１日から同年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社Ｂ支社に勤務していた昭和 39 年２月１日から同年５月１日までの期間に

ついて、記録が無かった旨の回答を受けた。 

昭和 38年３月 16日にＡ社に入社してから、41年９月 16日に退職するま

で、同社に継続して勤務しており、当該期間中に退職したことは無く、身分

が変わったことも無いので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在職証明書により、申立人が、昭和 38年３月 16日に同

社に入社し、41年９月 16日に退職したことが確認できるとともに、同社から

提出された社報に記載された辞令により、申立人が、39 年２月１日付けで同

社Ｃ支社から同社Ｂ支社に異動し、同年５月１日付けで同社同支社からＤ社

（現在は、Ａ社Ｅ本社）に異動していることが確認できる。 

また、Ａ社から、厚生年金保険被保険者であれば、転勤の際も保険料は給与

から継続して控除されていたはずであるとの証言が得られたほか、オンライン

記録により、申立人と同様に、昭和 39 年５月１日にＤ社に異動し被保険者資

格を取得した者について調べたところ、被保険者期間が欠落している者は見ら

れない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は申立期間において、Ａ社Ｂ支

社に勤務し、厚生年金保険料を事業主により控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同年齢で、昭和 39 年

５月１日にＡ社Ｂ支社における厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同日にＤ



社における被保険者資格を取得した同僚二人のＡ社Ｂ支社における健康保険

厚生年金保険被保険者原票の 38 年 10 月の定時決定の記録から、２万 2,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、仮に、事業主から申立人の申立期間に係る被保険者資格取得届が提出さ

れた場合には、その後被保険者資格喪失届も提出されているにもかかわらず、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難

いことから、事業主から申立てどおりの資格の得喪に係る届出は行われておら

ず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 39 年２月から同年４月

までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



茨城厚生年金 事案 862 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 52年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月 31日から同年４月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、昭和 52 年３月 31 日から同年４月１日まで

の期間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

しかし、私は、昭和 52年３月末日まで、Ａ社に勤務していたと記憶して

いる。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   労働局に照会したところ、申立人が、Ａ社において、昭和 50 年４月１日に

雇用保険被保険者資格を取得し、52年３月 31日に離職している旨の回答が得

られた。 

   また、Ａ社からの回答書により、申立人が、昭和 52年３月 31日まで、同社

に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 52

年２月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、13 万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届における資格喪失日を誤っ

て昭和 52年３月 31日として届け出たため、同年３月の保険料を納付していな

いとしていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行って



おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



茨城厚生年金 事案 863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ事務所における資格喪失日に

係る記録を昭和 53 年９月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を 11 万

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年９月から同年 12月１日まで 

             ② 昭和 53年８月１日から同年９月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ｂ事務所に勤務

していた昭和51年９月から同年12月１日までの期間及びＡ事務所に勤務し

ていた 53 年８月１日から同年９月１日までの期間について、記録が無い旨

の回答を受けた。両期間とも間違いなく勤務しており、当然厚生年金保険に

加入していたはずなので、両申立期間について、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ事務所に係る申立期間②について、申立人が行っていた業務を引き継い

だ者に照会したところ、自身は昭和53年８月10日ごろにＡ事務所に就職し、

申立人との業務引継を同年８月末ごろまで行った後、申立人が退職した旨の

証言が得られた。 

  また、Ｃ事務所（Ａ事務所が法人化した後の名称）に照会したところ、同

事務所においては、職員は退職する際に、月末に支払われる給与を受け取っ

て退職するのが通例であり、申立人も昭和 53 年８月末まで在籍したと考え

られる旨の回答が得られ、これらのことから、申立人が同年８月 31 日まで

同事務所に勤務していたことが認められる。 

  さらに、Ｃ事務所から提出された昭和 53 年の社会保険料の預り金に係る

会計帳簿により、同年８月の社会保険料の預り金が確認できるが、その金額

は、申立人が被保険者資格を喪失し、それ以外の被保険者の変動が無いにも

かかわらず、申立人が資格を有していた同年７月の預かり金額と同額となっ

ている。この点について、Ｃ事務所に照会したところ、同事務所では給与の



締切日及び支払日は当月末であり、社会保険料は当月分を控除している旨及

び会計帳簿の記載から判断すると、申立人の給与から昭和 53 年８月の社会

保険料を控除していたと考えられる旨の回答が得られたことから、申立人は

申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

  また、申立期間②の標準報酬月額については、Ａ事務所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の申立人の昭和 53 年７月における標準報酬月額が

11万 8,000円であることから、11万 8,000 円とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は申立期間②当時の資料が保存されておらず不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 

２ Ｂ事務所に係る申立期間①について、Ｄ事務所（Ｂ事務所から名称変更）

に照会したところ、申立人は昭和 51年８月 30日に入所した旨の回答が得ら

れたことから、申立人が申立期間①当時、Ｂ事務所に勤務していたことは認

められる。 

  一方、Ｄ事務所に照会したところ、申立人に係る被保険者資格取得届の控

えが提出され、申立人について昭和 51年 12 月１日に被保険者資格を取得し

た旨の届出が行われたことが確認できるほか、申立期間①当時、４か月の見

習期間があり、見習期間中の従業員については、社会保険の対象外としてい

た旨の回答が得られた。 

  また、申立期間①前後に被保険者資格を取得した者８人に照会したところ、

３人から、自身が入社した当時、３か月程度の見習期間があり、見習期間終

了後に健康保険証が交付された旨及び入社当初は給与から厚生年金保険料

が控除されていなかった旨の回答が得られ、事実、Ｂ事務所に係る被保険者

名簿により、当該同僚は自身が証言している入社時期から３か月遅れて被保

険者資格を取得していることが確認できる。 

  これらのことから判断すると、申立期間①当時、Ｂ事務所においては、必

ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった事情が

うかがわれる。 

 このほか、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の

申立期間①における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事

情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 864 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する昭和 20 年 10 月１日に、厚生年金被保険者の

資格を申立人が喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったこ

とが認められることから、申立期間について厚生年金被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 140円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 20年９月７日から同年 10月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ製造所

（現在は、Ｃ社Ｄ本部Ｅ工場Ｆ製造所）に勤務していた期間のうち、昭和

20 年９月７日から同年 10 月１日までの期間について、加入記録が無かっ

た旨の回答を受けた。 

私は、昭和 17年５月１日の入社から 20年９月 30日の退職まで、Ａ社Ｂ

製造所に継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社Ｂ製造所に勤務していたことは、Ｃ社からの回答

から推認できる。 

また、Ｃ社が保管しているＡ社Ｂ製造所の労働者年金保険被保険者資格喪

失届（副）により、申立人が主張する昭和 20 年 10 月１日に被保険者資格を

喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認められ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ製造所の労働者年金保

険被保険者資格喪失届（副）の記録から、140 円（14 等級）とすることが妥

当である。 

  



茨城厚生年金 事案 865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取

得日に係る記録を昭和 40年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 4,000円することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについは、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月１日から同年９月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社Ｃ営業所または同社Ｂ営業所に勤務していた昭和 40 年３月１日から

同年９月１日までの期間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、昭和 39 年９月 15 日にＡ社Ｃ営業所に入社し、Ｄ職として勤務し

た後、同年 10月１日から 44年９月 17日に同社を退職するまで、Ｅ職とし

て、継続して勤務していたことから、申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人のＡ社Ｂ営業所における雇用保険の加入

期間は、昭和 39 年９月 29 日から 44 年９月 15 日までの期間である旨の回答

が得られたことから、申立人が、申立期間中、同社に勤務していたことが確

認できる。 

また、申立人が、申立期間当時、一緒に勤務していたとして名前を挙げて

いる同僚のうち一人から、申立人とは、Ａ社Ｃ営業所に入社してから、同寮、

同室であるとともに、一緒に勤務をし、申立期間についても、申立人は、Ｅ

職として勤務しており、自身と比較して、勤務時間や仕事の内容等、労働条

件に違いは無かった旨の回答が得られた。 

さらに、上記回答の得られた同僚の厚生年金保険の加入記録を調査したと

ころ、当該同僚は、申立期間当時、Ａ社Ｃ営業所において被保険者資格を喪

失し、継続して同社Ｂ営業所において被保険者資格を取得しており、厚生年

金保険の加入記録に欠落期間は見られない。 

加えて、申立人と同様に、Ｅ職としてＡ社に勤務をしていた同僚から、Ｅ



職は、同社Ｂ営業所において、厚生年金保険に加入していた旨の回答が得ら

れた。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間にＡ社Ｂ営業所に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所におけ

る昭和 40年９月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 4,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は申立期間当時の関係書類が残存していないため不明として

おり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 

  



茨城厚生年金 事案 866 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ機関における資格喪失日に係る

記録を昭和 63年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年３月 31日から同年４月１日まで 

年金事務所で年金記録を照会したところ、Ａ機関における厚生年金保険の

被保険者資格喪失日が、昭和 63年３月 31日である旨の回答を受けた。 

私は、昭和 63年３月 31日までＡ機関に勤務していたことから、同機関に

おける被保険者資格喪失日は同年４月１日であるはずなので、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人のＡ機関に係る雇用保険被保険者記録では、

申立人は、昭和 62 年６月３日に被保険者資格を取得し、63 年３月 31 日に離

職していることが確認できる旨の回答が得られた。 

また、Ａ機関に照会したところ、同機関は、申立期間における申立人の在籍

を認めているほか、当時の厚生年金保険料の控除方式について、現在と同様に、

当月控除であったとしている。 

さらに、月末に退職する者の厚生年金保険の取扱いについて、Ａ機関は、通

常であれば、退職月の翌月１日付けで社会保険事務所（当時）に被保険者資格

喪失届を提出していたはずであるとしており、申立人の被保険者資格喪失日が

昭和 63年３月 31日と届出されているのは、申立期間当時の担当者の手続上の

誤りであり、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たとしている。 

加えて、申立期間当時の事務長からも、申立人の給与から厚生年金保険料を

控除していた旨の証言が得られた。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ機関

に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め



られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ機関に係るオンライ

ン記録における昭和 62 年 10 月の定時決定の記録から、20 万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主から、申立期間当時、申立人の被保険者資格の届出を提出する際

に誤りがあった旨の回答が得られたことから、事業主は昭和 63年３月 31日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  



茨城厚生年金 事案 867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に

係る記録を平成６年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 11月 30日から同年 12月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ工場にお

ける被保険者資格喪失日が、平成６年 11月 30日である旨の回答を受けた。 

私は、平成６年９月 12日にＡ社Ｂ工場に入社し、同年 12月１日付けで同

社本社の所属となったことから、同社Ｂ工場における被保険者資格喪失日は、

同年 12 月１日であるはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人のＡ社に係る雇用保険被保険者記録は、

資格取得日が平成６年９月 12 日、離職日が７年３月 31 日である旨の回答が

得られたとともに、Ａ社に照会したところ、申立人は、６年 12月１日付けで

同社Ｂ工場から同社本社へ所属が変更となった旨の回答が得られたことから、

申立人が申立期間中に同社Ｂ工場に勤務していたことが認められる。 

また、申立人から提出されたＡ社Ｂ工場における平成６年 12月分（平成６

年 11月勤務分）及び同社本社における同年 12月度（同年 12月勤務分）の給

与明細書により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額か

ら、26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主から、本来、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日を平成

６年 12月１日とすべきところ、事務処理の誤りにより、同年 11月 30日とし

て届け出てしまった旨の回答が得られたことから、事業主は同年 11 月 30 日



を被保険者資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る同年 11月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



茨城厚生年金 事案 868 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社工

場における資格喪失日に係る記録を昭和 48 年７月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を 13万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

  第２ 申立の要旨等 

    １ 申立人の氏名等 

      氏 名 ： 女 

      基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

      住 所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

      申 立 期 間 ： 昭和 48年６月 18日から同年７月１日まで 

      社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ

社本社工場に勤務していた期間のうち、昭和 48年６月 18日から同年７月１

日までの期間について、加入記録が無いことが判明した。 

      私は、昭和 34年３月 25日に入社して以来、平成 13年２月 16日に定年に

より退職するまで、Ａ社に継続して勤務していたので、申立期間について厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   労働局に照会したところ、申立人のＡ社に係る雇用保険被保険者記録では、

申立人は、昭和 34年３月 25日に被保険者資格を取得し、平成 13年２月 15日

に離職していることが確認できる旨の回答が得られた。 

また、Ｃ健康保険組合に照会したところ、昭和 34 年３月 25 日から平成 13

年２月 16日まで、申立人は被保険者資格を有していた旨の回答が得られた。 

さらに、申立人から提出された「20 年勤功賞」の表彰状について、Ｂ社人

事管理社担当者に照会したところ、記載内容のとおり、申立人は継続して勤務

していたと思われる旨の回答が得られた。 

加えて、Ｂ社人事管理社は、申立期間当時の申立人に関する資料は残存して

いないため、当時の勤務地を特定することはできないとしているものの、申立

人のＡ社における厚生年金保険被保険者期間に空白があるのは、当時の担当者

の手続上の誤りであり、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控

除されていた旨を回答している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社本

社工場に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの



と認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における昭和

48年５月のオンライン記録から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主から、申立期間当時、申立人の被保険者資格の届出を提出する際

に誤りがあった旨の回答が得られたことから、事業主は昭和 48年６月 18日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  



茨城厚生年金 事案 869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 34 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、34 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 15日 

Ａ社から、平成 16 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賃金台帳のとおり、賞与を受け取り、厚生年金

保険料を控除されたので、年金記録に平成 16 年 12 月分賞与の標準賞与額

を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間において、41 万

2,500円の賞与を支給されていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 34 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。この点について、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19年法律第 131号）に基

づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これら

の標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、賃金台帳において確認できる

保険料控除額により、34万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（34 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 22 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、22 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 15日 

Ａ社から、平成 16 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賃金台帳のとおり、賞与を受け取り、厚生年金

保険料を控除されたので、年金記録に平成 16 年 12 月分賞与の標準賞与額

を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間において、26 万

6,700円の賞与を支給されていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 22 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。この点について、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19年法律第 131号）に基

づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これら

の標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、賃金台帳において確認できる

保険料控除額により、22万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（22 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 22 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、22 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 15日 

Ａ社から、平成 16 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賃金台帳のとおり、賞与を受け取り、厚生年金

保険料を控除されたので、年金記録に平成 16 年 12 月分賞与の標準賞与額

を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間において、24 万

9,600円の賞与を支給されていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 22 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。この点について、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19年法律第 131号）に基

づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これら

の標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、賃金台帳において確認できる

保険料控除額により、22万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（22 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 16 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、16 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 15日 

Ａ社から、平成 16 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賃金台帳のとおり、賞与を受け取り、厚生年金

保険料を控除されたので、年金記録に平成 16 年 12 月分賞与の標準賞与額

を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間において、22 万

5,000円の賞与を支給されていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 16 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。この点について、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19年法律第 131号）に基

づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これら

の標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、賃金台帳において確認できる

保険料控除額により、16万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（16 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18年７月１日について、その主張する標準賞与額（49万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を 49万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社において平成 18年７月に支払われた賞与に係る記録が無かった旨の

回答を受けた。 

しかし、Ａ社における賞与の支払い及び厚生年金保険料の控除が確認

できる賞与支給明細書があるので、申立期間における記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書により、申立人は、申立期間において、

その主張する標準賞与額（49 万円）に基づく厚生年金保険料を賞与から控

除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から、申立人に係る賞与支払届の手続を誤り、保険料も納付してい

ない旨の回答が得られたことから、社会保険事務所は、申立人が主張する

平成 18年７月１日の標準賞与額（49万円）に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

 



茨城国民年金 事案 1037 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年８月から 41年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年８月から 41年１月まで 

ねんきん特別便を確認したところ、昭和 38年８月から 41年１月までの国

民年金保険料の納付事実が無いことが判明した。 

国民年金に任意加入後、しばらく保険料を納付していなかったが、申立期

間の保険料については、後からまとめて納付した記憶がある。 

このため、申立期間の保険料の納付事実が確認できないことに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人には、二つの国民年金手帳記号番号が払い出されており、これらの同

記号番号の統合年月日は不明であるが、申立人に係る現在の年金記録について

は、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）により、昭和 41年２月 12日に国民年

金に任意加入後、同資格取得年月日が 36 年３月 30 日に訂正され、38 年８月

20 日に同資格を喪失したことが確認でき、申立期間については、共済組合員

との婚姻による任意加入期間であり、申立人は、国民年金被保険者資格を有し

ておらず、保険料を納付することはできない。 

また、申立人が所持する国民年金保険料現金領収書により、申立人は、申立

期間直後の昭和 41 年２月から同年３月までの保険料について、第二回特例納

付制度を利用して、50 年 11 月 26 日に納付しているが、これをもって申立期

間の保険料を納付したと推認することはできない。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



茨城国民年金 事案 1038 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年９月から同年 12 月までの期間及び 57 年 12 月から 58 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年９月から同年 12月まで 

② 昭和 57年 12月から 58年３月まで 

ねんきん特別便を確認したところ、昭和 51年９月から同年 12月までの期

間及び 57 年 12 月から 58 年３月までの期間の国民年金保険料が未納とされ

ていた。  

両申立期間については、それぞれ厚生年金保険被保険者資格を喪失後、国

民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたはずである。 

 このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金に加入した時期は、国民年金手帳記号番号払出簿により、

平成６年３月 23 日以降と考えられ、この時点では、両申立期間については時

効により保険料を納付することができない。 

また、オンライン記録により、申立人は、平成６年６月９日に、申立期間①

と②の間の厚生年金保険被保険者資格記録及び申立期間②直後の同資格記録

が追加されていることが確認できることから、申立人の年金記録は、６年４月

以降に、国民年金の加入手続を行ったことに伴い整理されたと考えられ、申立

人は、両申立期間当時には、国民年金の加入手続を行っていなかったものと推

認できる。 

さらに、申立人は、昭和 51年９月 26日付けで厚生年金保険被保険者資格を

喪失後、Ａ町役場（現在は、Ｂ市役所）において国民年金の加入手続を行った

と主張しているところ、仮に、申立人の主張どおりであれば、申立人の国民年

金手帳記号については、申立期間①当時の居住地を管轄するＣ社会保険事務所



（当時）において払い出される「＊」となるべきである。しかしながら、申立

人の国民年金手帳記号については、Ｅ社会保険事務所（当時）管内の市町村に

払い出される「＊」であり、事実、申立人が所持する年金手帳の国民年金手帳

記号番号欄には「Ｄ市」と押印されていることが確認できることから、申立内

容に矛盾が認められる。 

加えて、申立人が国民年金に加入したと考えられる平成６年３月以降の時点

では、特例納付制度は存在しないため、両申立期間の保険料を納付することは

できない。 

その上、両申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかが

えず、ほかに両申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が両申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



茨城国民年金 事案 1039 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年３月まで 

会社を辞めた時、義父に勧められ、Ａ市において、国民年金の加入手続を

行った。申立期間の国民年金保険料については、昭和 59 年３月にＡ市から

Ｂ町（現在は、Ａ市）に転居した後、Ｂ町役場（現在は、Ａ市役所）におい

て、納付していたはずである。 

このため、申立期間の保険料の納付事実が確認できないことに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金手帳記号番号払出簿及び申立人の所持する国民年金

手帳により、申立人が、国民年金任意加入被保険者資格を昭和 52 年２月 18

日に取得し、59 年４月２日に喪失していることが確認でき、また、申立期間

については、厚生年金保険被保険者との婚姻による任意加入期間であることか

ら、申立人は、国民年金被保険者資格を有しておらず、納付書が送付されない

ため、保険料を納付することができない。 

また、申立人の国民年金第３号被保険者該当届は、昭和 52年２月 18日に取

得した国民年金手帳記号番号に基づき、61 年５月１日に申立人の居住地を管

轄するＢ町役場に提出され、社会保険事務所（当時）において、同年６月３日

に受け付けられていることが確認でき、仮に、申立人が申立期間について、国

民年金任意加入被保険者資格を有している場合、市町村経由での事務処理は行

われなかったことから、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の主張

には、矛盾が認められる。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえ



ず、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



茨城国民年金 事案 1040（事案 930の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年３月から 43年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 43年６月まで 

社会保険事務所（当時）で納付記録を確認したところ、昭和 38 年３月か

ら 43年６月までの国民年金保険料が法定免除とされていた。 

申立期間については、母が法定免除を行っていたが、昭和 48 年ころに、

長女である私が、10 年間の範囲内でさかのぼって保険料を追納できること

を知り、Ａ市役所において２万 2,200円を追納したはずである。 

このため、申立期間について、法定免除とされ、保険料が追納されていな

いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、申立人には、Ａ市役所が管理する国民年金

被保険者名簿により、申立期間直後の昭和 43 年７月から 45年３月までの保険

料について、「追納」の記載があることが確認できることから、申立人が 51

年９月７日に同市に転入後、その時点で納付可能であった申立期間直後の保険

料を追納したものの、申立期間については時効により保険料を追納することが

できなかったとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年 12月 16 日付け

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人の代理人である長女は、申立期間に係る同人の日記の抜粋及び申立期

間直後の昭和 43年７月から 44年３月までの保険料について、53年７月 25日

に追納した領収書を提出しているが、これらは委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納

付していたものと認めることはできない。 



茨城国民年金 事案 1041 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年３月まで 

昭和 59 年４月に会社を退職後、Ａ市役所において国民年金の加入手続を

行い、その後、自分で国民年金保険料を納付した。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 59 年４月に会社を退職後、Ａ市役所において国民年金の加

入手続を行ったと主張しているが、仮に、申立人の主張どおり、国民年金加入

手続を行った場合、Ｂ社会保険事務所（当時）から「＊」の国民年金手帳記号

が払い出されるところ、申立人の国民年金手帳記号については、60年３月に業

務を開始したＣ社会保険事務所（当時）から払い出される「＊」となっており、

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえないことから、申立

人の主張は矛盾している。 

また、申立期間については、厚生年金保険加入者との婚姻（昭和 57年６月）

による任意加入期間であることから、申立人は、国民年金被保険者資格を有し

ておらず、納付書が発行されないため、保険料を納付することはできない。 

さらに、申立人の主張どおり、申立期間において任意加入の手続を行ってい

た場合、第３号被保険者資格移行の手続日は昭和61年４月前後となるところ、

申立人が第３号被保険者資格の取得の手続を行った時期は、61 年８月 22 日で

あることがオンライン記録より確認できることから、申立人の主張には矛盾が

認められる。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情

も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



茨城厚生年金 事案 874 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 11月 11日から 29 年２月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ機関Ｂ事務所（現在は、Ｃ機関Ｄ事務所）に非常勤職員として勤務して

いた期間のうち、昭和 28 年 11 月 11 日から 29 年２月１日までの期間につ

いて、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

間違いなく勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間当時にＡ機関Ｂ事務所に勤務していたことは、申立人

から提出された船員手帳の記載及びＣ機関Ｄ事務所からの回答により認めら

れる。 

一方、Ｃ機関Ｄ事務所から提出された昭和 29 年５月 16 日作成の職員名簿

により確認できた申立人と同一職種（Ａ機関Ｂ事務所における非常勤職員の

Ｅ職）の同僚 28 人について、同所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

等と照合したところ、申立期間当時に厚生年金保険被保険者資格を有してい

たのは、そのうち９人のみで、いずれも申立人より年齢が上であることが確

認できるほか、15 人については、申立人と同様に 29 年２月１日に被保険者

資格を取得しており、さらに、残り４人については、職員名簿作成日の時点

において同被保険者名簿に名前が無いことが確認できることから、同所にお

いては、申立人と同一職種にあった者全員を必ずしも入社と同時に厚生年金

保険に加入させていたとは限らない状況がうかがえる。 

さらに、Ａ機関Ｂ事務所において厚生年金保険被保険者資格を有していた

非常勤職員のうち、存命中で連絡先が判明した３人に照会したものの、回答

が得られた１人からは、申立人に係る申立期間当時の勤務状況及び厚生年金

保険の適用に関する具体的な証言は得られなかった。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された



事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。  

なお、申立人が船員手帳を所持していることから、Ａ機関Ｂ事務所につい

てＦセンターに照会したところ、「船員手帳の適用事業所としての記録は確

認できない。」旨の回答が得られているほか、前記同僚28人の中に、申立期

間において船員保険の被保険者だった者もいない。 

  



茨城厚生年金 事案 875 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から 43年２月 20日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社に勤務していた昭和 36 年４月１日から 43 年２月 20 日までの期間につ

いて、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

申立期間中、Ａ社に勤務していたことは間違いないので、同期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは、申立人が所持する同社か

ら贈られた感謝状により確認できる。 

一方、Ａ社に照会したところ、申立人の申立期間における勤務について不

明としているほか、当時の事業主を含め、当時の厚生年金保険の加入の取扱

いを知る者は既に他界しているため、申立人に係る厚生年金保険の適用につ

いて、詳細は分からない旨の回答が得られた。 

また、申立人が名前を挙げた同僚及び申立期間にＡ社において厚生年金保

険被保険者資格を有していた同僚のうち、連絡先の判明した９人に照会した

ところ、そのうちの３人から、申立人が勤務していたことは記憶している旨

の証言が得られたものの、申立人の同社における厚生年金保険加入について

具体的な証言は得られなかった。 

さらに、申立人は申立期間当時の同僚の名前を 16 人挙げているが、そのう

ちの５人については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に名前

が見当たらないことから、同社においては必ずしも従業員全員を厚生年金保

険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえるほか、同被保険者名簿

に、申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人には、昭和 35 年 12 月 24 日付けで、現在の基礎年金番号で

ある国民年金手帳記号番号「＊」が払い出されており、申立人は、申立期間

を含め、同日以降、国民年金の被保険者資格を有しているほか、37 年１月か



ら平成 10年９月までの国民年金保険料をすべて納付している。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 876 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：① 昭和 32年３月１日から 36 年 12月 30日まで 

            ② 昭和 37年６月 26日から 37年９月 10日まで 

            ③ 昭和 37年 11 月１日から 38年９月１日まで  

            ④ 昭和 38年９月１日から 40年８月 28日まで   

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

Ａ社に勤務していた申立期間①、Ｂ社に勤務していた申立期間②並びにＣ

社に勤務していた申立期間③及び申立期間④について、昭和 41 年３月 28

日に脱退手当金が支給済みとなっていることが判明した。 

しかし、私は、脱退手当金を受領した記憶が無いので、申立期間につい

て脱退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社（Ｄ）に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人に脱退

手当金が支給されたことを示す「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約７か月後の昭

和 41 年３月 28 日に、申立期間に係る脱退手当金の支給決定が行われており、

申立期間以外に脱退手当金の計算基礎となるべき未請求期間が無いなど一連

の事務処理に不自然さは見当たらない。 

また、申立人は、申立期間の最終事業所を退職後、国民年金に加入してお

らず、年金に対する意識が高かったとは考え難い上、申立人から聴取しても

申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶が無いと主張するのみで、ほかに

申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

なお、Ｃ社（Ｄ）は昭和 54 年 12 月２日に解散していることから、申立期

間当時の事業主に照会したものの、当時の脱退手当金の取扱いについて具体

的な証言は得られなかった。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 877 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年９月 11日から 39 年１月 16日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社に勤務していた昭和 35 年９月 11 日から 39 年１月 16 日までの期間に

ついて、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、申立期間当時、勤務していたＡ社の所在地であるＢ県Ｃ市を本籍

地として、同社に勤務していた。申立期間以外に勤務した事業所では、す

べて厚生年金保険の被保険者であるので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ａ社に勤務していたことは、複数の同僚の証言から推認できる。 

一方、Ａ社に照会したところ、申立期間当時の書類は残存しないとして、

申立人に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用に関する具体的な証言を得る

ことはできなかった。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び原票綴には、申

立人及び申立人が名前を挙げた同僚二人の名前及び原票は無く、健康保険整

理番号にも欠番が無いことから、同社においては、必ずしも従業員全員を一

律に厚生年金保険に加入させていなかった事情がうかがえる。 

さらに、申立期間当時にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を有して

いた者のうち、存命中で連絡先の判明した７人に照会したところ、回答が得

られた４人からは、申立人に係る厚生年金保険の適用に関する具体的な証言

は得られなかった。 

加えて、申立人は、申立期間当時、Ａ社の所在地であるＢ県Ｃ市に居住

（本籍地も同一）し、同社に勤務していたと主張しているが、申立人に係る

戸籍によると、本籍地をＤ町（現在は、Ｅ市）から同市に転籍したのは昭和

41年 11 月 11日であることが確認できる。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期



間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 878 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年３月 25日から 34 年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

Ａ社や及びＢ社に勤務していた申立期間について、昭和 34 年６月 19 日に

脱退手当金が支給済みとなっていることが判明した。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について脱退

手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 34 年５月１日の前後２

年以内に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した女性のうち 23 人が脱退手当

金の受給権を有していたところ、そのうち 21 人に脱退手当金を受給した記録

が確認できる上、脱退手当金の支給記録がある者のうち連絡先が判明した１

人に照会したところ、脱退手当金について、会社が手続を行い受給した旨の

回答が得られたことから、申立期間当時、Ｂ社では、事業主による代理請求

が行われていた可能性が高いものと考えられる。 

また、オンライン記録上、申立期間に係る脱退手当金の実支給額について

は、法定支給額と一致し、計算上の誤りが無く、申立期間に係る申立人の厚

生年金保険被保険者資格喪失後約２か月後の昭和 34 年６月 19 日に脱退手当

金支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、当時は「通算年金通則法」（昭和 36 年法律第 181 号）の創設前で

あり、将来の年金受給資格については厚生年金保険単独で計算されていたこ

とから、Ａ社や及びＢ社における被保険者期間が 74 月である申立人が、Ｂ社

を退職後、申立期間に係る脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえ

ない。 

加えて、申立人から聴取しても申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶

が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は

見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 879 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：① 昭和 49年２月から 51年２月まで 

          ② 昭和 54年６月から 56年２月まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ自治体Ｂ区

にあるＣ社に勤務していた昭和 49 年２月から 51 年２月までの期間及びＡ

自治体Ｄ区にあるＥ社に勤務していた 54 年６月から 56 年２月までの期間

について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、両申立期間中、給与から厚生年金保険料を天引きされていたと思

うので、同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、公共職業安定所からは、Ｃ社における申立人の雇

用保険被保険者記録は無い旨の回答が得られた。 

また、オンライン記録により、申立人が主張する所在地に厚生年金保険

の適用事業所であるＣ社が存在することが確認できるものの、同社が適用

事業所となったのは、平成９年８月１日であることから、申立期間①当時、

同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

さらに、申立期間①当時の事業主は連絡先が不明であるため、照会する

ことができない。 

加えて、申立人は、Ｃ社の同僚の氏名を記憶していないほか、オンライ

ン記録からも、申立期間①当時、同社は厚生年金保険の適用事業所ではな

いため、当時、勤務していた同僚を特定することができないことから、照

会することができない。 

 

２ 申立期間②について、公共職業安定所に照会したところ、申立人は、昭

和 54 年３月 10 日から 55 年４月 30 日までの期間、Ｅ社において雇用保険

被保険者資格を有していた旨の回答が得られたことから、申立期間②の一



部の期間について、同社に勤務していたことは確認できる。 

一方、閉鎖商業登記謄本及び申立人に係る雇用保険被保険者記録から、

申立期間②当時、申立人が主張する所在地にＥ社が存在したことが確認で

きるものの、オンライン記録により「Ｅ社」及び類似する名称の事業所を

検索したところ、申立人が主張する所在地に厚生年金保険の適用事業所は

見当たらない。 

  また、閉鎖商業登記謄本によれば、Ｅ社は平成８年１月 30 日に解散し

ている上、同謄本から確認できる事業主の連絡先も不明であるため、照会

することができない。 

  さらに、申立人はＥ社の事業主及び同僚の氏名を記憶していないため、

照会することができない。 

 

  ３ このほか、両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の

両申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺

事情も見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金保

険料を両事業主により、給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

  



茨城厚生年金 事案 880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年２月から同年７月１日まで 

    社会保険事務所（当時）で厚生年金保険被保険者期間を確認したところ、

Ａ市ＢにあったＣ社の営業所に勤務していた昭和 48 年２月から同年７月１

日までの期間について、加入記録が無いことが判明した。 

申立期間当時、当該事業所の従業員として、Ｄ駅構内において、到着し

た荷物を発送先ごとに仕分けする業務を担当しており、勤務していたこと

は間違いない。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社Ｅ支店（平成 16 年４月にＥ県内各地のＣ社の各支店が統合）から提

出された、申立人に係る「失業保険被保険者資格取得確認通知書」により、

申立人が、Ｃ社Ｆ支店において失業保険被保険者資格を昭和 48 年２月６日

に取得したことを確認でき、同社同支店において勤務していたことが認めら

れる。 

一方、Ｃ社Ｅ支店からは、申立期間における厚生年金保険被保険者資格に

係る取得・喪失の届出及び同期間に係る厚生年金保険料の納付の有無につい

ては、当時の資料が残存していないため不明である旨の回答が得られた。 

また、前述の「失業保険被保険者資格取得確認通知書」の給与体系の欄に

より、申立人の申立期間当時の給与体系が「日給」であったことが確認でき

るところ、当時、Ｃ社Ｆ支店において厚生年金保険被保険者資格を有してい

た同僚から、当時、正社員については、給与は月給制であり、入社と同時に

厚生年金保険に加入していたものの、臨時社員については、給与は日給制で

あり、厚生年金保険に加入できなかった旨の証言が得られた。 

さらに、Ｃ社Ｆ支店に係る厚生年金保険被保険者原票綴には、申立人の原

票は無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、申立人の記録が

欠落したものとは考え難い。 



このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 881 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年９月１日から 43年９月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた昭和 42 年９月１日から 43 年９月１

日までの期間について、記録が無かった旨の回答を受けた。 

申立期間中、Ａ社において事務補助を担当しており、給与から厚生年金

保険料が控除されていたことを記憶している。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時にＡ社に勤務していたことは、同僚の証言から推認

できる。 

一方、Ｂ社の総務担当者から、申立期間における申立人の勤務状況及び事

業主による厚生年金保険料控除の事実については、当時の同社の書類等が残

存しないため、不明である旨の回答が得られた。 

また、申立期間当時、Ａ社において厚生年金保険被保険者資格を有してい

た同僚21人のうち、存命中で連絡先が判明した13人に照会したところ、回答

が得られた10人からは、申立人に係る厚生年金保険の加入に関する具体的な

証言は得られなかった。 

さらに、上記回答が得られた同僚10人のうち、１人の妻から、申立期間当

時、Ａ社では、従業員全員が厚生年金保険に加入していたわけではなく、個

人差があったとして、パートであった自身は厚生年金保険に加入していなか

った旨の証言が得られたほか、別の１人から、当時の同社の社会保険の加入

の有無について、入社後、一定期間を経過してから、本人の賃金や作業態度

等を勘案した上で、社長と事務担当責任者の協議により、決定されていたと

思う旨の証言が得られた。 



加えて、申立人の上司であった事務担当者は他界しているほか、申立人は、

ほかに女性の事務担当者がいたと主張しているものの、名前を覚えていない

ため、申立人に係る厚生年金保険の加入に関する具体的な証言を得ることが

できない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の名前は

無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、申立人の記録が欠落

したものとは考え難い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月１日から 45 年 12月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた昭和 44 年 10 月１日から 45 年 12 月１日までの期間について、加入

記録が無かった旨の回答を受けた。 

Ａ社の代表者は父であり、父の厚生年金保険の加入記録には、同社の加

入記録が確認できることから、私にも同社の加入記録があるはずである。 

申立期間中にＡ社に勤務していたことは間違いないので、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社の事業主であった者に照会したところ、申立人の勤務

及び厚生年金保険の加入に関する具体的な証言は得られなかった。 

また、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格を有している者のうち、存

命中で連絡先の判明した一人に照会したところ、回答を得られたものの、申

立人の厚生年金保険の加入に関する具体的な証言は得られなかった。 

さらに、申立期間当時、Ａ社には、事務員等を含め、多数の従業員がいた

との証言が得られているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票綴により確認できる被保険者数は最大でも７人であることから、同社に

おいては、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていなかった事情

がうかがわれる。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票綴には、申立人の

原票は無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、申立人の記録

が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 883 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年４月 27日ごろから同年 11月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた期間のうち、昭和 35 年４月 27 日ごろから同年 11 月１日までの期間

について、記録が無かった旨の回答を受けた。 

しかし、Ｂ機関退職後１か月後の昭和 35 年４月 27 日ごろに、Ａ社に入

社したことは間違いないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に照会したところ、申立人に係る関係資料については現存していない

旨の回答であったため、申立人に係る申立期間当時の勤務状況及び厚生年金

保険の適用について確認することができない。 

また、申立期間当時にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を有してい

た同僚 17 人に照会したところ、６人から回答が得られたものの、申立人の同

社における勤務状況及び厚生年金保険の適用について具体的な証言は得られ

なかった。 

さらに、同僚の証言から判明した申立期間当時の事務担当者から、申立期

間当時、Ａ社においては、入社後約６か月は勤務状況等を見る期間としてい

たとして、その後厚生年金保険に加入させていたと思う旨の証言が得られた。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 884 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年６月１日から 50年４月１日まで 

    私は、昭和 49 年６月１日から 50 年３月末日まで、Ａ県Ｂ市に所在して

いたＣ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   法務局の閉鎖登記簿謄本により、申立人が主張する所在地であるＡ県Ｂ市

にＣ社が存在したことは確認できたものの、同事業所は昭和 59 年 12 月２日

に解散している上、オンライン記録により、同事業所は、厚生年金保険の適

用事業所に該当していないことが確認できる。 

また、Ｃ社の代表取締役は、閉鎖登記簿謄本に登載された住所に居住して

おらず、申立期間当時の事情を確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間及び前後の期間において、継続して国民年金

に加入し、当該期間に係る国民年金保険料を納付しているとともに、申立期

間当時保有していた健康保険証について、Ｄ町役場（現在は、Ｂ市役所）か

ら交付された旨を述べていることから、国民健康保険にも加入していたこと

がうかがえる。 

このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立期間における厚生年金

保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



茨城厚生年金 事案 885 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年４月７日から 23年３月 31日まで 

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入期間を確認したところ、

Ａ社Ｂ工場及び同社Ｃ工場に勤務していた申立期間について、昭和 23 年４

月５日に脱退手当金が支給済みとなっていることが判明した。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えが無いので、申立期間について脱退

手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金の算

定のために必要となる標準報酬月額及び脱退手当金の支給決定日（昭和 23 年

４月５日）などが具体的に記載されているとともに、申立期間以外に脱退手

当金の計算基礎となるべき未請求期間が無く、申立期間に係る脱退手当金の

実支給額についても法定支給額と一致し、計算上の誤りが無いなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。  

また、当時は「通算年金通則法」（昭和 36年法律第 181 号）の創設前であ

り、将来の年金受給資格については厚生年金保険単独で計算されていたこと

から、Ａ社Ｃ工場を退職後、昭和 28 年４月に共済年金に加入するまでの５年

にわたり、公的年金の加入歴が無い申立人が申立期間に係る脱退手当金を受

給することに不自然さはうかがえない。 

なお、申立期間当時の脱退手当金の取扱いについて、Ａ社に照会したもの

の、代理請求に関する具体的な証言は得られなかった。 

さらに、申立人から聴取しても申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶

が無いと主張するのみで、ほかに申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給

していないことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


